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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年６月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年１０月１７日 １４時２５分ごろ 

発生場所 北海道白老
しらおい

町白老港の東防波堤基部付近 

 白老町所在の開発局白老高砂沖人工リーフＢ灯標から真方位２２

９°１.６海里付近 

 （概位 北緯４２°３１.３′ 東経１４１°１９.５′） 

事故調査の経過  平成２５年１１月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函

館事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

監督測量船 はやぶさ、１９トン 

 ２３５－３４８４８北海道、国土交通省 

 １６.７５ｍ（Lr）×４.１８ｍ×２.０６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、９２６.７４kＷ（合計）、平成８年２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年６月６日 

  免許証交付日 平成２１年７月１４日 

         （平成２６年１０月１１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 両舷プロペラの欠損及び曲損、左舷プロペラ軸の曲損等 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、北海道開発局室蘭建設部

苫小牧港湾事務所（以下「開発局」という。）の職員２人を乗せ、白

老港の東防波堤基部付近に設置され、‘「白老港東防波堤港内消波工
しょうはこう

」

と称される潜堤施設’（以下「本件施設」という。）の海底状況調査の

ため、平成２５年１０月１７日１４時２０分ごろ同港内で漂泊し、音

波を発する観測機器を右舷船尾に取り付けた。 

 本船は、船長が操舵室右舷側に設置された椅子に腰を掛けて手動操

舵で操船に当たり、甲板員及び開発局職員２人が船尾甲板で待機し、

本件施設へ向けて航行を開始した。 

 船長は、本件施設の港口側及び港奥側の２か所に設置された消波ブ

ロックの先端付近にそれぞれ設置された黄色の潜堤標識灯（以下「本

件標識灯」という。）間において、徐々に東防波堤側に接近して東防
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波堤と平行に本件施設内を往復航行しようと思った。  

本船は、北東進して港口側の本件標識灯に近づき、船長が、港口側

の本件標識灯を本船の右舷正横に認め、両舷主機を中立とし、船首を

東防波堤側へ向けるため、少し右に舵を取った。 

 船長は、本船が西風に流され、思ったより右舷側に寄り過ぎたの

で、右舷主機を前進として船体を立て直そうとしたところ、１４時２

５分ごろ、港口側の本件標識灯から北東方７０ｍ付近において、右舷

主機のプロペラに軽い衝撃を感じ、続いて左舷主機のプロペラに大き

な衝撃を感じた。 

 船長は、続航すれば、本船の損傷が大きくなると思い、船首を東防

波堤側に向けて両舷主機を後進とし、本船は、自力で本件施設から離

れて白老港第１商工区の岸壁に着岸した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本件施設の状況（港奥側か

ら港口側を望む）、写真２ 本件施設の状況（港口側から港奥側を

望む） 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ４～５、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 ほぼ高潮時 

 その他の事項 

 

(1) 本件施設 

    本件施設は、海図、水路誌等には記載されていなかった。 

本件施設は、港内の波浪を軽減させるため、東防波堤から港内

側に消波ブロックが約２０ｍ突出するように港口側（南西）及び

港奥側（北東）に２か所設置されており、両消波ブロック間の距

離は約１７０ｍであった。 

本件施設は、昆布等の藻場の着生及び魚介類の産卵生育環境の

創出機能も有しており、その海底には、多数の消波ブロック（以

下「海底ブロック」という。）及びほたて貝殻試験礁（鋼製の籠に

ほたての貝殻を入れて魚類の産卵状況等を調査するもの。）が敷設

されていた。 

本件施設付近の水深は、東防波堤から港内側へ向けて傾斜が設

けられ、東防波堤側で約０.５ｍ、本件標識灯付近で約４.５ｍで

あった。 

(2)  本船 

本船は、開発局から船舶運航業務委託を受けて船舶運航会社が

運航を行っており、事前に通知された１か月分の運航スケジュー

ルに従い、主に苫小牧港東区、同港西区及び白老港の港湾施設の

点検業務に当たっていた。 

本船の本事故当時の喫水は、船首約０.８ｍ、船尾約１.４ｍで

あった。 

本船の操舵室から海底ブロックを視認することはできなかっ

た。 
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本船の行う海底状況調査は、海底ブロックの崩落の有無及びほ

たて貝殻試験礁の状況確認であった。 

(3)  船長 

船長は、平成２０年４月から本船に乗り組んでいた。 

船長は、平成２２年度に本件施設が設置された際、本船で水深

調査を行っており、本件施設付近の水深が４ｍ以上であることを

認識していたが、海底ブロックが敷設されていること、及び最浅

部の水深が約０.５ｍであることは知らなかった。 

船長は、本件標識灯は突出した消波ブロックの先端付近に対し

ての注意喚起のため、設置されているものと思っていた。 

船長は、開発局職員と事前打合せを行った際、本件施設の水深

及び海底ブロックが敷設されている旨が記載された図面等の提供

がなかったので、図面等の資料はないものと思い、開発局職員に

水深及び海底の状況を尋ねるなどの確認を行わなかった。 

船長は、海底ブロックが敷設されていることを知らなかったの

で、徐々に東防波堤側に接近しようと思っており、事前打合せの

際、開発局職員に対し、その旨を告げていたが、開発局職員から

は水深及び海底ブロックが敷設されている旨の説明はなかった。 

開発局職員は、平成２２年度に本件施設が設置された際、船長

が、本船で水深調査を行っていたので、海底ブロックが敷設され

ていることを認識しているものと思い、図面等の資料を提供して

いなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、白老港の本件施設付近を北東進中、船長が、港口側の本件

標識灯を右舷正横に認めた際、東防波堤側に接近しようとしたことか

ら、東防波堤側に向けて右に舵を取って航行していたところ、西風に

圧流されて東防波堤側の海底ブロックに接近し、海底ブロックに乗り

揚げたものと考えられる。 

 船長は、本件施設に海底ブロックが敷設されていることを知らなか

ったこと、及び本件標識灯は突出した消波ブロックの先端付近に対す

る注意喚起のためのものと思ったことから、東防波堤側に接近しよう

とし、東防波堤側に向けて右に舵を取ったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、白老港の本件施設付近を北東進中、船長が、港

口側の本件標識灯を右舷正横に認めた際、東防波堤側に接近しようと

したため、東防波堤側に向けて右に舵を取って航行していたところ、

西風に圧流されて東防波堤側の海底ブロックに接近し、海底ブロック

に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 
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参考  船長、船舶運航会社及び開発局は、本事故後、開発局から図面等の

資料を提供して情報の共有を図ることとした。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長、船舶運航会社及び船舶所有者は、防波堤基部に接近する場

合、慎重を期し、船舶の安全運航に重要な水深等に関する情報に

ついては相互に確認を行うこと。 



- 5 - 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本件施設の状況（港奥側から港口側を望む） 

 

 

写真２ 本件施設の状況（港口側から港奥側を望む） 

 


